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福島県   廃棄物担当部長  殿 
茨城県   大気環境担当部長 殿 
栃木県 
千葉県 

 
 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長   
 
 
 

水・大気環境局大気環境課長   
 
 
 
建築物等の解体工事に係る発注時における石綿飛散防止対策の徹底について 

 
 
 東日本大震災により被害を受けた建築物等の解体工事に当たっての石綿飛散

防止対策について、御尽力いただき感謝申し上げます。 
 さて、当該飛散防止対策に関しては、平成 23 年 3 月 19 日付け事務連絡「廃

石綿や PCB 廃棄物が混入した災害廃棄物について」、平成 23 年 6 月 30 日付け

基安化発 0630 第 1 号、環水大大発第 110630002 号「石綿等が吹き付けられた

建築物等からの石綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底について」で通知等し

たところです。 
 しかしながら、1．被災地で石綿飛散防止対策に対する認識が低い、あるいは

その技術を有しない請負者が建築物の解体を実施することにより、石綿が飛散

しているとの懸念の声があること、2．建築物の解体現場における集じん・排気

装置の不具合と考えられる石綿の飛散事例が発生していることから、解体の請

負者に対し、さらなる周知・徹底を図る必要があります。 
 ついては、貴職におかれましては、建築物等の解体工事に係る石綿飛散防止
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対策が徹底されるよう、貴管下市町村に対し、平成 23 年 8 月 30 日付け環廃対

発第 110830003 号、基安安発 0830 第 1 号、基安労発 0830 第 1 号、基安化発

0830 第 1 号「災害廃棄物の処理における労働安全衛生対策に係る発注者の配慮

等について」（別添 1）の各事項を実施するとともに、下記について、施工業者

に対する指導を行うよう周知願います。なお、市町村から事務委託を受けた場

合、貴職におかれましても同様の対応をお願いします。 
 
                                    記 
 
1．非飛散性石綿含有建材の除去時における散水及び手ばらしの徹底について 

非飛散性石綿含有建材（石綿含有成型板等）を除去する場合においても、

石綿飛散防止に努めることが肝要であり、原則として常時散水するなど十分

湿潤化し、手作業で丁寧に除去すること。 
なお、本事項の指導等にあたっては、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止

対策マニュアル 2007（http://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td/index.html）」

の次の事項を参照願います。 
 
【第 3 章 建築物の解体等に伴う飛散防止対策】 

3．12 特定建築材料以外の石綿含有建材を除去する時の石綿飛散防止対策  
3．12．１ 石綿含有成型板を除去する場合（P.97） 

 
 
2．石綿除去等作業における集じん・排気装置の維持管理の徹底等について 

平成 23 年１月 27 日付け基安化発 0127 第１号、環水大大発第 1101270002
号「石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業における集じん・排気装

置の保守点検の徹底等について」（別添 2）に掲げる集じん・排気装置の適切

な使用について徹底すること。 
  本事項の指導等にあたっては、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策

マニュアル 2007」の次の事項及び平成 23 年 11 月 17 日付け基安化発第 1117
第 2 号「石綿等が吹き付けられた建築物等解体等工事における集じん・排気

装置の稼働の確認等について」（別添 3）を参照願います。 
 
【第 3 章 建築物の解体等に伴う飛散防止対策】 

3．8 特定建築材料を掻き落とし等により除去する時の石綿飛散防止対策 
3．8．2 除去作業の前処理における留意事項 
（5）集じん・排気装置の設置及び作業場の負圧化（P.78） 



3．8．3 除去作業中における留意事項 
（1）作業場の隔離養生および負圧状態、集じん・排気装置の稼働状況 

         の確認（P.82） 
（3）1）集じん・排気装置の稼働（P.83） 



 

環廃対発第 110830003 号 

基 安 安 発 0830 第 1 号 

基 安 労 発 0830 第 1 号 

基 安 化 発 0830 第 1 号 

平 成 2 3 年 8 月 3 0 日 

北海道、青森県、岩手県、 

宮城県、福島県、茨城県、 

栃木県、群馬県、埼玉県、 

千葉県、新潟県、長野県 廃棄物担当部長 殿 

   

 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 

廃棄物対策課長   

 

厚生労働省労働基準局安全衛生部 

安 全 課 長 

労 働 衛 生 課 長 

     化学物質対策課長 

 

 

災害廃棄物の処理における労働安全衛生対策に係る発注者の配慮等について 

 

 

 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に当たっての労働安全衛生対策につ

いては、平成 19 年４月２日付け環廃対発第 070402002 号「災害等廃棄物処理事業費

の国庫補助について」の別紙「災害等廃棄物処理事業費国庫補助金交付要綱」にお

いて、「当該災害等廃棄物処理事業は、従事者の労働安全衛生に係る関係法令等を

遵守した上で行わなければならないものとする。」とされているところですが、こ

れまでに労働基準監督署等が安全パトロールを行った結果、災害廃棄物の処理に際

して、防じんマスクが着用されていない等、安全衛生対策が不十分である状況が散

見されたところです。 

 災害廃棄物処理においては、労働者のみならず被災した住民やボランティア等が

作業に従事することが想定されるところであり、また、災害廃棄物の中にはアスベ

スト等の有害物質が含まれる可能性もあることから、作業者に対する安全衛生教育

等の徹底に加え、災害廃棄物処理の際に発生する粉じんのばく露防止対策として有

効なマスクの着用が必要となります。 

 発注者による労働者の安全衛生面への配慮は労働安全衛生法（昭和 47 年６月８日

法律第 57 号）第３条第３項において定められており、また、厚生労働省が平成 19

年 3 月 22 日付けで発出した基発第 0322002 号「建設業における総合的労働災害防止

別添 
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対策の推進について」においても、発注者の実施事項を下記のとおり示していると

ころです。 

つきましては、貴職におかれては、これら発注者の果たすべき役割に御留意の上、

貴管下市町村が安全衛生の確保に十分配慮した発注を行うとともに、災害廃棄物処

理を行う事業者に対して適切な指導を行うよう、市町村へその徹底に御協力をお願

いいたします。なお、市町村から事務委託を受けた場合、貴職におかれても同様の

御配慮及び御指導をお願いいたします。 

 また、岩手、宮城、福島の３県については、建設業に新規に参入する労働者が多

数見込まれるところ、当該労働者に対する安全衛生教育については、厚生労働省が

建設業労働災害防止協会への委託事業として実施している「東日本大震災に係る復

旧工事安全衛生確保支援事業」により設置された「支援センター」において、安全

衛生の専門家による支援を受けることが可能ですので、併せて貴管下市町村及び事

業者に対して周知くださいますようお願いいたします。また、３県以外についても、

教育の実施に当たって教材等が必要な場合には、建設業労働災害防止協会にお問い

合わせください。 

 

記 

 

平成 19 年 3 月 22 日付け厚生労働省基発第 0322002 号「建設業における総合的労働

災害防止対策の推進について」別紙１建設業における総合的労働災害防止対策 別

添１「建設業における安全衛生管理の実施主体別実施事項」 のうち発注者の実施

事項（抜粋） 

区分 実施事項 

発注者 １ 施工時の安全衛生の確保に配慮した工期の設定、設計の実施等 

２ 施工時の安全衛生を確保するために必要な経費の積算 

３ 施工時の安全衛生を確保する上で必要な場合における施工条件の明示 

４ 適正な施工業者の選定及び施工業者に対する指導 

５ 分割発注等により工区が分割され複数の元方事業者が存在する工事の発注者にあ

っては、次の事項 

（１）個別工事間の連絡及び調整 

（２）工事全体の災害防止協議会の設置 

６ 入札参加者指名時における安全成績の優良な業者の選定及び労働安全衛生マネジ

メントシステム等自主的な安全衛生活動の取組を評価する仕組みの導入。 

 

 

（参考：労働安全衛生法第３条第３項） 

 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛

生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 
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基安化発１１１７第２号 
平成２３年１１月１７日 

都道府県労働局労働基準部長 殿 
厚生労働省労働基準局安全衛生部 
化 学 物 質 対 策 課 長 

 
 
石綿等が吹き付けられた建築物等解体等工事における集じん・排気装置の稼働

の確認等について 
 
 
 標記工事においては、石綿障害予防規則第 6 条第 2 項の規定に基づき、作業

場所の隔離と負圧保持、集じん・排気装置の使用及び出入口への前室の設置が

義務付けられている。このうち、ろ過集じん方式の集じん排気装置については、

有効な集じん方式として、日本工業規格 Z8122 に定める HEPA フィルターの取

付けが示され、かつ、作業の開始前等に装置が有効に稼働できる状態にあるこ

との確認が求められている（平成 21 年 2 月 18 日付け基発第 0218001 号）。し

かし、東日本大震災アスベスト対策合同会議の一環として環境省が実施してい

る被災地における石綿飛散状況の調査においては、隔離空間から何らかの原因

で外部に漏洩したと見られる石綿が検出された事例が複数あることが報告され

ている。 
 石綿が隔離空間の外部に漏出した原因については、現在調査中であるが、い

ずれも集じん・排気装置や前室の周辺における漏洩であることから、労働者の

石綿等の粉じんへのばく露を防止する観点から、下記により集じん・排気装置

を有効に稼働させるよう指導願いたい。 
なお、別添のとおり関係団体の長あて要請を行ったことを申し添える。 

 
記 

 
１ 集じん・排気装置の整備点検 
平成 23 年 1 月 27 日付け基安化発 0127 第 1 号・環水大大発第 110127002 号

「石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業における集じん・排気装置の

保守点検の徹底等について」に掲げる次の対策の徹底を図ること。 
（１）集じん・排気装置の取扱説明書等に基づき、フィルターの目詰まりによ

る劣化を防止するため、フィルターの定期的な交換を徹底すること。 
（２）集じん・排気装置のパッキンの取付け等の不具合による石綿の漏洩を防

止するため、使用開始前の取付状態の確認を徹底すること。 
（３）その他、集じん装置等の定期自主点検指針に示された事項の確認を徹底

すること。なお、上記徹底に当たっては、「建築物等の解体等工事におけ
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る石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」（建設業労働災害防止協会）を

参考にすること。 
 
２ 集じん・排気装置の稼働状況の確認等 
 ろ過集じん方式の集じん・排気装置の稼働状況を確認する方法として、次の

（１）及び（２）に掲げる対応を行うこと。なお、このような対応が困難な場

合には、労働者の安全を考慮して、石綿が隔離空間の外部に漏出する原因につ

いてその調査の結果が出るまでの間は、集じん・排気装置及び前室の周辺にお

いて作業を行う場合には、労働者に対する DS2 以上の性能を有する防じんマス

クの使用も考慮すること。 
（１）集じん・排気装置の排気の状況 

作業が行われている間、継続的に、即時に測定できる粉じん相対濃度計等に

より集じん・排気装置の排気口付近における粉じん濃度を測定することにより、

異常値がないことを確認すること。 
（２）前室付近における負圧の確認 
  集じん・排気装置を使用している状態で、当該作業場所の出入口における

風向等を確認すること。 
 
  



基安化発１１１７第１号 
平成２３年１１月１７日 

別記関係団体の長 殿 
厚生労働省労働基準局安全衛生部 
化 学 物 質 対 策 課 長 

 
 
石綿等が吹き付けられた建築物等解体等工事における集じん・排気装置の稼働

の確認等について 
 
 
 標記工事においては、石綿障害予防規則第 6 条第 2 項の規定に基づき、作業

場所の隔離と負圧保持、集じん・排気装置の使用及び出入口への前室の設置が

義務付けられています。このうち、ろ過集じん方式の集じん排気装置について

は、有効な集じん方式として、日本工業規格 Z8122 に定める HEPA フィルター

の取付けを示し、かつ、作業の開始前等に装置が有効に稼働できる状態にある

ことの確認を求めています（平成 21 年 2 月 18 日付け基発第 0218001 号）。し

かし、東日本大震災アスベスト対策合同会議の一環として環境省が実施してい

る被災地における石綿飛散状況の調査においては、隔離空間から何らかの原因

で外部に漏洩したと見られる石綿が検出された事例が複数あることが報告され

ています。 
 石綿が隔離空間の外部に漏出した原因については、現在調査中ですが、いず

れも集じん・排気装置や前室の周辺における漏洩であります。 
つきましては、貴会におかれましても、労働者の石綿等の粉じんへのばく露

を防止する観点から、石綿等が吹き付けられた建築物等解体等工事を実施する

場合には下記により集じん・排気装置を有効に稼働させるよう貴会会員にも周

知いただきますようお願いします。 
 

記 
 
１ 集じん・排気装置の整備点検 
平成 23 年 1 月 27 日付け基安化発 0127 第 2 号・環水大大発第 110127003 号

「石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業における集じん・排気装置の

保守点検の徹底等について」に掲げる次の対策の徹底を図ること。 
（１）集じん・排気装置の取扱説明書等に基づき、フィルターの目詰まりによ

る劣化を防止するため、フィルターの定期的な交換を徹底すること。 
（２）集じん・排気装置のパッキンの取付け等の不具合による石綿の漏洩を防

止するため、使用開始前の取付状態の確認を徹底すること。 
（３）その他、集じん装置等の定期自主点検指針に示された事項の確認を徹底

別添 



すること。なお、上記徹底に当たっては、「建築物等の解体等工事におけ

る石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」（建設業労働災害防止協会）を

参考にすること。 
 
２ 集じん・排気装置の稼働状況の確認等 
 ろ過集じん方式の集じん・排気装置の稼働状況を確認する方法として、次の

（１）及び（２）に掲げる対応を行うこと。なお、このような対応が困難な場

合には、労働者の安全を考慮して、石綿が隔離空間の外部に漏出する原因につ

いてその調査の結果が出るまでの間は、集じん・排気装置及び前室の周辺にお

いて作業を行う場合には、労働者に対する DS2 以上の性能を有する防じんマス

クの使用も考慮すること。 
（１）集じん・排気装置の排気の状況 

作業が行われている間、継続的に、即時に測定できる粉じん相対濃度計等に

より集じん・排気装置の排気口付近における粉じん濃度を測定することにより、

異常値がないことを確認すること。 
（２）前室付近における負圧の確認 
  集じん・排気装置を使用している状態で、当該作業場所の出入口における

風向等を確認すること。 
 
 
  



（別記） 
 
中央労働災害防止協会 
 
建設業労働災害防止協会 
 
社団法人 日本作業環境測定協会 
 
社団法人 日本建設業連合会 
 
社団法人 全国建設業協会 
 
社団法人 全国解体工事業団体連合会 
 
社団法人 建設産業専門団体連合会 
 
社団法人 日本石綿協会 
 
一般社団法人 日本化学工業協会 
 
社団法人 日本プラントメンテナンス協会 
 
社団法人 日本ビルヂング協会連合会 
 
財団法人 日本船舶技術研究協会 
 
社団法人 日本造船工業会 
 
社団法人 日本中小型造船工業会 
 
社団法人 日本造船協力事業者団体連合会 
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建築物等の解体等作業に係る
石綿の飛散防止対策及び
ばく露防止対策について

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課

環境省 水・大気環境局 大気環境課

資料 ７

KANRI03
長方形



厚生労働省労働基準局では労働者保護を目的として労働安全衛生法令（石綿障害予防規則等）に基づき、
環境省水･大気環境局では一般大気環境下での一般住民等の保護を目的として大気汚染防止法令に基づき、対策を推進

通常の状況での対応 東日本大震災の被災地での対応

解体現場等の敷地内（厚生労働省）
・隔離、発散抑制措置を義務付け
・隔離空間内では呼吸用保護具の着用を義務付け

解体現場等の敷地外（環境省）
・隔離、発散抑制措置を義務付け

－「アスベスト問題に係る総合対策」に基づき約50地点でモニタリングを実施
（うち解体現場付近として、10地点でモニタリングを実施）

解体現場等の敷地内外の境界が明確でなくなっている状況
も見受けられること、飛散防止対策が不完全となる可能性が
あることから、隔離、発散抑制、呼吸用保護具等の措置と併
せて、厚生労働省と環境省が連携して、モニタリング等を通じ
た隙間のない対策を実施

厚生労働省

環境省

連携

環境省

環境省

厚生労働省

厚生労働省

環境省

【100地点で
モニタリングを実施】

【約500地点で
モニタリングを実施】
※解体現場の敷地境界でも実施

一般環境中の
気中モニタリング

石綿飛散防止対策に係る厚生労働省と環境省の分担と連携
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●労働安全衛生法施行令 第16条第1項
四 石綿
九 （略）第四号に掲げる物をその重量の0.1%を越えて含有する製剤そ
の他のもの

平成18年8月11日付け基発第0811002号 記の第3の（2）のア
第4号の「石綿」とは、繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィ
ライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトをいうこと。

【過去に用いられた用途の例（使用量の大半が建材）】

○耐火、防火のために建築物の屋根、鉄骨等に吹付ける（昭和50年原則禁止）

○布状等に加工し、耐火被覆材として配管等に張り付ける（平成18年禁止）

○スレート材等に含有させ、強度、耐火性能を向上させる（平成16年禁止）

○摩擦材（ブレーキ等）に含有させ、耐熱、耐摩耗性能を向上させる（平成16年禁止）

○接着剤に含有させ、強度、耐火性能を向上させる（平成16年禁止）

○パッキン等に含有させ、強度、耐熱、耐薬品性能を向上させる（平成18年禁止）

石綿の定義と用途の例

●大気汚染防止法施行令第3条の3においては、
吹付け石綿及び石綿を含有する断熱材等を「特定建築材料」としている。



• 事前調査の実施、結果の掲示と保管 石綿則第3条

• 作業計画の作成、周知（掲示） 石綿則第4条、大防則第16条の4

• 届出の実施 安衛法第88条第4項、石綿則第5条、大防法第18条の15 等

（安衛法令、大防法令、建設リサイクル法令に基づくもの） 等

建築物解体に当たっての法令上の義務等（その１）

• 隔離養生、前室の設置、HEPAフィルタ付き負圧除じん機/真空
掃除機の設置（いわゆるレベル１，レベル２の除去作業） 石綿則第6条、大防則第16条の4

• 石綿含有建材の湿潤化、作業場の清掃 石綿則第13条､第30条､大防則第16条の4

• 立入禁止等の掲示 石綿則第15条、第34条

• 洗眼/洗身/うがい設備の設置 石綿則第31条 等

事前の手続き等

石綿の飛散防止措置



• 呼吸用保護具の着用（いわゆるレベル１、レベル２の除去作業
では、電動ファン付き呼吸用保護具等の着用義務） 石綿則14条

【いわゆるレベル３作業でも使い捨て式防じんマスクを使用しないでください】

• 石綿作業主任者の選任 石綿則第19条

• 解体等作業従事者全員への特別教育の実施 石綿則27条 等

建築物解体に当たっての法令上の義務等（その２）

作業員の健康確保

安衛法・・・労働安全衛生法
石綿則・・・石綿障害予防規則
大防法・・・大気汚染防止法
大防則・・・大気汚染防止法施行規則



石綿障害予防規則第３条第１項

建築物等の解体等の作業を行うときは、事前に石綿等の使用の有無を目
視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。

同規則 第２項

石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無
を分析により調査し、その結果を記録しておかなければならない。（ただし、
石綿等が吹き付けられていないことが明らかである場合において、石綿等
が使用されているものとみなして措置を講ずるときは、この限りでない。

不適切な調査の結果、石綿の使用を見過ごした場合、石綿関係法令に基づく
措置が講じられずに解体等の作業が行われることになることから、事前調査は
適切に行う必要があり、石綿について相応の知識を持つものが行うことが必須。

6

事前調査の実施について（その１）

事前調査の実施費用についても、震災で被害を受けた建築物の
解体・除去のための費用の一部とみなされます
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○掲示しなければならない事項
① 調査を終了した年月日
② 調査の方法及び結果の概要
「調査の方法」・・・調査に使用した主な書類の名称、分析の実施の有無等
「調査の結果」・・・石綿の使用の有無、石綿が使用されている建材の種類等

（分析を行った場合は、当該分析の対象物、分析結果等）

事前調査の実施について（その２）

【掲示の例】
※次頁の作業の届出状況・作業方法等と併せて記載しても構いません

（石綿則第3条関係）
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○掲示しなければならない事項
① 届出年月日、届出先、届出者の名称、住所
② 作業方法・実施期間
③ 現場責任者の名称、連絡先 等

建築物の解体等の作業に関する
お知らせ掲示等について

周辺住民と
労働者の双方
が見られる
ように掲示を

【掲示の例】
※前頁の事前調査結果と併せて記載しても構いません

（石綿則第4条
大防則第16条の4関係）



吹付け石綿、石綿含有保温材等を除去する作業
（いわゆるレベル１，レベル２作業）

における留意点（その１）

● 集じん・排気装置の設置及び作業場の負圧化

○ 集じん・排気装置は、吸引した作業場内の汚染空気を、内部に組み込んだHEPA
フィルターを通過させて石綿を捕集する。

○ 濾過した空気を外部へ排気することにより作業場内を負圧に維持する。
○ セキュリティゾーンを経由して外部の新鮮空気を作業場内に送る。



● 作業場の隔離養生及び負圧状態、集じん・排気装置の稼働状況の確認

○ 集じん・排気装置を可動させた後は、負圧の状況を隔離養生シートの作業場内への
はらみ具合やマイクロマノメータ（精密微差圧計）、スモークテスターで確認する。

○ 作業開始前に集じん・排気装置を稼働させる。稼働後及び除去作業中、作業場内の
負圧の状態に注意し、集じん排気装置の運転状態をこまめに確認し、目詰まりの程度
等に応じてフィルタの交換を行う。

吹付け石綿、石綿含有保温材等を除去する作業
（いわゆるレベル１，レベル２作業）

における留意点（その２）



非飛散性の石綿含有建材（石綿含有成形版等）
を除去する作業（いわゆるレベル３作業）における留意点

（その１）

● 使用例

石綿含有スレート波板



● 湿潤化

○ 石綿含有整形板に直接散水・噴霧して湿潤化する。
○ 高圧水洗浄機で高圧水を石綿含有建材の表面に直接当てると石綿含有建材が剥離
して近接建物等に石綿が飛散するおそれがあるので留意すること。

非飛散性の石綿含有建材（石綿含有成形版等）
を除去する作業（いわゆるレベル３作業）における留意点

（その２）



● 手ばらし

○ 石綿が飛散しないように手作業によりできるだけ原形のまま取り外す。
○ 人が立ち入ることが危険であるなど手作業で取り外すことが著しく困難な場合は、
やむを得ず油圧破砕機や電動丸鋸又はドリル等の機械工具を併用することとなるが、

散水やHEPAフィルター付き局所集じん装置を使用する等石綿の飛散防止を図ること。

非飛散性の石綿含有建材（石綿含有成形版等）
を除去する作業（いわゆるレベル３作業）における留意点

（その３）



【労働安全衛生法令に関する事柄】

• 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課

担当：須藤（電話：03-3502-6756）
（または各労働局、各労働基準監督署まで）

【大気汚染防止法令に関する事柄】

• 環境省 水・大気環境局 大気環境課

担当：栗林、磯崎（電話：03-5521-8293）

照会先



建築物等の解体現場における石綿
含有廃棄物等の分別等について

環境省大臣官房

廃棄物・リサイクル対策部

産業廃棄物課

平成２３年１２月



廃石綿等と石綿含有廃棄物

・廃石綿等（飛散性のもの）とは、

工作物に用いられる材料又は建築物から除去された吹付

け石綿、石綿を含む保温材、断熱材及び耐火被覆材

・石綿含有廃棄物（非飛散性のもの）とは、

工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる廃棄物で

あって、石綿をその重量の０．１％を超えて含有するもの



廃石綿等に該当する石綿建材の具体例

区分 石綿建材の具体例 製造期間

吹付け石綿 吹付け石綿
石綿含有吹付けロックウール（乾式・湿式）
石綿含有ひる石吹付け材
石綿含有パーライト吹付け材

－
－
－
－

保温材 石綿保温材
けいそう土保温材
パーライト保温材
けい酸カルシウム保温材
水練り保温材

1914～1980
1890～1974
1961～1980
1951～1980

～1988

断熱材 屋根用折版裏石綿断熱材
煙突石綿断熱材

～1989
～1988

耐火被覆材 石綿含有耐火被覆板
石綿含有けい酸カルシウム板第二種
石綿含有耐火被覆塗り材

～1978
～1999
－



主な石綿含有成形板の製造期間、使用箇所等

製品の種類 製造期間 主な使用箇所

石綿含有スレート（波板・ボード） 1931～2004 屋根、外壁、内壁

石綿含有住宅屋根用化粧スレート 1961～2004 屋根

石綿含有サイディング 1967～2004 外壁

石綿含有けい酸カルシウム板第一種 1983～1994 内壁、天井

石綿含有パルプセメント板 1954～2004 内壁、天井

石綿含有スラグ石膏板 1973～2004 内壁、天井

石綿含有押出成形セメント板 1970～2004 外壁、内壁、天井、床

石綿含有ビニル床タイル ～1986 床

アスベスト建材については、国土交通省のホームページでご覧にな
れます。
「目で見るアスベスト建材」（第２版）

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3/01.pdf



廃石綿等の処理について

吹付け石綿（鉄骨耐火被覆材） 保温材（配管エルボ）



解体現場における分別等（廃石綿等）

・廃石綿等には、個別の処理基準が定められているので、そ

の他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分する

必要があること（石綿が付着しているおそれのある防じん

マスク、作業衣その他の用具又は器具も同様に扱うこと）。

→現場においては、こん包を十分に行い、石綿の飛散を防
止するため湿潤化させる等の措置を講じる必要がある。
（十分な強度を有する耐水性の材料で二重梱包するかコ
ンクリート等により固型化する。）



解体現場における保管（廃石綿等）

・廃石綿が搬出されるまでの間、特別管理産業廃棄物の保

管基準に従い、石綿が飛散しないように保管すること。

→他の廃棄物と分別して保管する。
→飛散防止措置を講ずる。
→廃石綿等の保管場所である旨表示する。
→廃石綿を収納するプラスチック袋又は容器には、個々に
廃石綿等である旨及び取り扱う際に注意すべき事項を表
示する。



石綿含有廃棄物の処理について

石綿含有スレート波板 石綿含有ビニル床シート



解体現場における分別等（石綿含有廃棄物）

・石綿成形板等の分別

廃石綿等と同様に、石綿含有廃棄物についても個別の処

理基準が定められているので、その他の物と混合するおそ

れのないように、他の物と区分する必要があること。

→解体時に破砕や切断作業を実施することにより、石綿粉じ
んが飛散するおそれがあるので、原則として常時散水する

など湿潤化し、手作業にて丁寧に除去すること。



解体現場における保管（石綿含有廃棄物）

・石綿含有廃棄物が搬出されるまでの間、当該廃棄物から

石綿が飛散しないように保管すること。

→他の廃棄物を分別して保管する。
→荷重により変形又は破断しないように整然と積み重ねる。
→飛散しないようにシート掛け、袋詰め等の対策を講ずる
（特に、細かくなってしまった廃棄物）。

→石綿含有廃棄物の保管場所であることを表示する。
→石綿含有廃棄物であるかどうか確認できない場合は、石
綿含有廃棄物をみなして、石綿含有廃棄物と同様の取扱

いをする。



再生砕石への石綿含有廃棄物混入の防止

石綿含有廃棄物が破砕され再生砕石に混入しないよう他

の廃棄物と分けて保管する。

・粒径が小さいことなどにより、分別が困難であって、石綿
含有廃棄物が混入しているおそれがある場合は、石綿含
有廃棄物として取り扱う。

・石綿含有廃棄物の付着・混入が疑われる廃棄物につい
ては、リサイクルせず、石綿含有廃棄物として取り扱う。

・再生砕石を製造する破砕業者等処理業者に対し、受入
時、がれき類の中に石綿含有廃棄物が混入していないこ
と等の確認を徹底させる。



参 考 資 料

災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル

（平成１９年８月、環境省水・大気環境局大気環境課）

http://www.env.go.jp/air/asbestos/indexa.html

石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第２版）

（平成２３年３月、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）

http://www.env.go.jp/hourei/add/k036.pdf

廃石綿が混入した災害廃棄物について

（平成２３年３月１９日事務連絡、環境省大臣官房廃棄物・リサ

イクル対策部産業廃棄物課）

http://www.env.go.jp/jishin/saigai_ishiwata.pdf


